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(57)【要約】
　本発明は、ソケット（２０）など、ネットワークグリ
ッドの特定の接続デバイスに接続された個々の電気デバ
イス（２０）の個別の、好ましくは一意のアドレスの概
念を定義し、利用する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力グリッド（１０）の少なくとも一部における少なくとも１つのアクションを、第１
のサブグリッド（１６）に関連付けられた少なくとも１つの第１のデータ処理デバイス（
２６）を用いて定義する方法であって、前記第１のサブグリッド（１６）が、前記第１の
サブグリッド（１６）の外部の電気デバイス（２０）を電気的に接続するための少なくと
も１つの接続デバイス（１８）を含み、前記接続デバイス（１８）のうちの少なくとも１
つが、前記接続デバイス（１８）のうちの前記少なくとも１つに接続された電気デバイス
（２０）におけるユニット（３０）により送信されるアドレス情報を受信するための受信
機（２４）を含む方法において、
　それぞれの接続デバイス（１８）を識別するために、前記少なくとも１つの第１の接続
デバイス（１８）の少なくとも一部に関する、それぞれの第１のアドレス情報をメモリ（
２４１）に記憶するステップと、
　前記接続デバイス（１８）のうちの第１の接続デバイスの受信機（２４）により、前記
第１の接続デバイス（１８）に接続された電気デバイス（２０）におけるユニット（３０
）から第２のアドレス情報を受信するステップと、
　前記第１の接続デバイス（１８）が関連付けられた第１のデータ処理デバイス（２６）
に第２のアドレス情報を前記受信機（２４）により転送するステップと、
　転送された第２のアドレス情報を前記第１のデータ処理デバイス（２６）により受信し
、受信機（２４）が前記第２のアドレス情報をそこから送信した第１の接続デバイス（１
８）に関連付けられた第１のアドレス情報を識別するステップと、
　少なくとも前記第１のサブグリッド（１６）に関連付けられたデータ処理デバイス（２
６、３２）が使用するための、どの電気デバイス（２０）がどの接続デバイス（１８）に
接続されているかを定義する結合アドレスを形成するために、識別された第１のアドレス
情報および受信された第２のアドレス情報の両方を用いるステップと、
　アクションを定義するために、前記結合アドレスに基づいて第１の所定の基準を適用す
るステップと
を備える、方法。
【請求項２】
　前記第１のアドレス情報が、前記電力グリッドの前記少なくとも一部の複数の階層レベ
ルを示すことにより、前記電力グリッドの前記少なくとも一部における前記接続デバイス
（１８）の位置を定義し、前記第１のサブグリッド（１６）がこれらの階層レベルに関連
する、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記少なくとも１つのアクションが、電力消費および／または提供の制御およびそれに
関する情報、前記電力グリッドの前記少なくとも一部の構造の制御、前記電力グリッドの
少なくとも一部にある電気デバイスに関する情報、前記電力グリッドの少なくとも１つの
サブグリッドにかかる電気的負荷の制御およびそれに関する情報、前記電力グリッドの少
なくとも１つのサブグリッドにおける電力品質の制御およびそれに関する情報、前記電力
グリッドにおけるエネルギーフローおよび分配の制御およびそれに関する情報、負荷の発
生および／または更新の制御およびそれに関する情報、変圧器の制御、需要供給管理、孤
立部分および前記電力グリッドならびに仮想パワーセクションの提供の制御からなるグル
ープのうちの少なくとも１つに関連する、
請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　アクションが、接続デバイス（１８）に接続された前記電気デバイス（２０）によるエ
ネルギー消費および／または提供を許可すること、ならびに、接続デバイス（１８）に接
続された前記電気デバイス（２０）によるエネルギー消費および／または提供を削減また
は回避することのうちの１つを含む、
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請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　アクションが、電力グリッド（１０）または前記第１のサブグリッド（１６）と第３の
サブグリッド（１６）の両方に関する上位レベルのサブグリッド（１２、１４）のいずれ
かに関連付けられた第２のデータ処理デバイス（３２）に前記結合アドレスを、前記第１
のデータ処理デバイス（２６）により転送することを含み、前記第２のデータ処理デバイ
ス（３２）が、第１および第３のサブグリッド（１６）から少なくとも２つの結合アドレ
スを受信し、さらなるアクションを定義するために第２の所定の基準を適用する、
請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記電気デバイスが、変圧器、発電機、輸送または配電網、さらなるサブグリッド、グ
リッド要素、スイッチング素子、および電気機器（２０）、特に産業用または家庭用デバ
イス（２０）からなるグループのうちの１つである、
請求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１のデータ処理デバイス（２６）が、異なる接続デバイス（１８）の少なくとも
２つの受信機（２４）から第２のアドレス情報を受信し、前記第１の所定の基準が、第１
のアドレスのうちの１つ、第２のアドレスのうちの１つ、および／または結合アドレスの
うちの１つに関連付けられた少なくとも１つの所定の優先度を用いることを含むことを特
徴とする、
請求項１から６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記メモリ（２４１）が前記少なくとも１つの受信機（２４）に関連付けられているこ
とを特徴とする、
請求項１から７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記電気機器（２０）内の前記ユニットがＲＦＩＤチップであることを特徴とする、
請求項１から８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記接続デバイス（１８）の少なくとも一部が各々、ソケットであるかまたはソケット
を備えることを特徴とする、
請求項１から９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　電力グリッド（１０）のサブグリッド（１６）に関連付けられたデータ処理デバイス（
２６）であって、
　第１の接続デバイス（１８）に関連付けられた受信機（２４）から転送された第２のア
ドレス情報を受信することであって、前記第２のアドレス情報が、前記接続デバイス（１
８）に接続された電気デバイス（２０）を識別するために定義された、受信することと、
　前記第１の接続デバイス（１８）に関連付けられた第１のアドレス情報を識別すること
であって、前記受信機（２４）により送信されたメッセージから第１のアドレス情報を抽
出すること、または受信機（４０）を識別し第１のアドレス情報をルックアップテーブル
から読み出すことのいずれかを含み、ルックアップテーブル内で第１のアドレス情報が前
記受信機（２４）に対応する、識別することと、
　第１のアドレス情報および第２のアドレス情報を用いて結合アドレスを形成することと
、
　アクションを定義するために前記結合アドレスに基づいて第１の所定の基準を適用する
ことであって、前記アクションが好ましくは信号を発することまたは他のデバイスにデー
タを送信することを含む、適用することと
を行うように構成された、データ処理デバイス。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力グリッドの少なくとも一部（またはそのような電力グリッドのサブグリ
ッド）における、電力消費および／または提供の管理に関するアクションなどの少なくと
も１つのアクションの定義を管理する方法に関する。
【０００２】
　そのアクションについて、具体的には、第１のサブグリッドに関連付けられた第１のデ
ータ処理デバイスが担当する。第１のデータ処理デバイスは、第１のサブリッドの要素が
存在する場所、またはそこから離れた場所に配置される。アクションは、具体的には、第
１のデータ処理デバイスが制御情報（すなわちデータビットのシーケンス）を送信するこ
とで、または物理的な（電気的な）制御信号を放出させることで、行うことができる。
【背景技術】
【０００３】
　本発明は、いわゆる「スマートグリッド」の以前の概念から始める。そのような概念に
は、任意の参加ユニット（電気エネルギー源および消費者、記憶手段など）の識別につい
ての知識が存在する。そのような知識により、中央制御は、個々の参加ユニットによる電
力消費および／または提供をより良く管理できるようになる。その知識は、家庭、充電ス
テーション、太陽光発電供給者ユニットなどのレベルで終わる。
【０００４】
　個々の消費者デバイス、たとえばコネクタおよびケーブルを、特定の識別子により識別
することが知られている。これは、たとえば電気自動車の分野で使用されており、詳しく
はＩＥＣ６２１９６－２－Ｘの現在の標準化活動を参照されたい。これは、コネクタおよ
びケーブルの中でＲＦＩＤ識別子を用いることを含む。
【０００５】
　２０１２年２月に、日本企業であるＳＯＮＹの、ＲＦＩＤ素子を含む新種の電気ソケッ
トを構築する活動についての報告を、少なくともインターネットで見ることができた。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の一目的は、従来知られているスマートグリッドの概念の効率を向上させる方法
を示すことである。
【０００７】
　本発明のさらに他の目的は、グリッドに接続された個々の電気デバイスの特性を考慮し
て、より適切に電力グリッドにおけるアクションを定義する方法を示すことである。これ
は特に、電力消費および／または提供、グリッド自体の編成などを管理するために行われ
るアクションに適用される。
【０００８】
　本発明のさらに他の目的は、どの個々の電気デバイスに基づいてそのようなアクション
が定義されるか、またはどの個々の電気デバイスに対してそれが対処されるかを特に考慮
して、より適切に電力グリッドにおけるアクションに効率的に対処することである。
【０００９】
　本発明のさらに他の目的は、電力グリッドを定義するコンポーネントの階層構造全体に
おける接続全体の実際の状況を、その中でのアクションまたはそれに関連するアクション
を定義するまたは生じさせる場合に、反映することである。
【００１０】
　本発明のさらに他の目的は、より適切に電力グリッドにおけるアクションに効率的に対
処できるようにする手段であって、コンパクトかつ安価である手段を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
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　この問題は、第１の態様において、電力グリッドの少なくとも一部における少なくとも
１つのアクションの定義を、第１のサブグリッドに関連付けられた少なくとも１つの第１
のデータ処理デバイスを用いて管理する方法であって、前記第１のサブグリッドが、前記
第１のサブグリッドの外部の電気デバイスを電気的に接続するための少なくとも１つの接
続デバイスを含み、前記接続デバイスのうちの少なくとも１つが、前記接続デバイスのう
ちの前記少なくとも１つに接続された電気デバイスにおけるユニットにより送信されるア
ドレス情報を受信するための受信機を含み、前記方法は：
－　前記少なくとも１つの第１の接続デバイスの少なくとも一部に関する、それぞれの接
続デバイスを識別するための、それぞれの第１のアドレス情報をメモリに記憶するステッ
プと、
－　前記接続デバイスのうちの第１の接続デバイスの受信機により、前記第１の接続デバ
イスに接続された電気デバイスにおけるユニットから第２のアドレス情報を受信するステ
ップと、
－　前記第１の接続デバイスが関連付けられた第１のデータ処理デバイスに第２のアドレ
ス情報を前記受信機により転送するステップと、
－　転送された第２のアドレス情報を前記第１のデータ処理デバイスにより受信し、受信
機が前記第２のアドレス情報をそこから送信した第１の接続デバイスに関連付けられた第
１のアドレス情報を識別するステップと、
－　少なくとも前記第１のサブグリッドに関連付けられたデータ処理デバイスが使用する
ための、どの電気デバイスがどの接続デバイスに接続されているかを定義する結合アドレ
スを形成するために、識別された第１のアドレス情報および受信された第２のアドレス情
報の両方を用いるステップと、
－　アクションを定義するために、前記結合アドレスに基づいて第１の所定の基準を適用
するステップと
を備える、方法により解決される。
【００１２】
　本発明は、接続デバイスに接続され、したがって電力グリッドの一部に接続された個々
の電気デバイスを識別する概念を導入する。したがって、電力グリッドの一部において、
さらには電力グリッド全体において接続された電気デバイスの構成全体に個々のアクショ
ンをより正確に適合させることができる。
【００１３】
　好ましくは、少なくとも第１のアドレス情報は一意であり、第１および第２のアドレス
情報の（たとえば連結による）組み合わせ、すなわち結合アドレスも同様に一意となる。
したがって、結合アドレスは、階層構造全体における接続全体の実際の状況を反映するこ
とができる。
【００１４】
　好ましくは、第１のアドレス情報が、電力グリッドまたはその一部の複数の階層レベル
を示すことにより、電力グリッドまたはその一部における接続デバイスの位置を定義し、
第１のサブグリッドがこれらに関連する。これは、一意の第１のアドレスを定義する最良
の方法である。
【００１５】
　好ましくは、少なくとも１つのアクションが、電力消費および／または提供の制御およ
びそれに関する情報（たとえば、最小電力消費／最良電力効率のための最適化のため）、
電力グリッドの少なくとも一部の構造の制御（「グリッド制御」）、前記電力グリッドの
少なくとも一部にある電気デバイスに関する情報（「グリッドデバイス識別」）、電力グ
リッドの少なくとも１つのサブグリッドにかかる電気的負荷の制御およびそれに関する情
報（たとえば、過負荷保護を得るため）、電力グリッドの少なくとも１つのサブグリッド
における電力品質の制御およびそれに関する情報、電力グリッドにおけるエネルギーフロ
ーおよび分配の制御およびそれに関する情報、負荷の発生および／または更新の制御、変
圧器の制御（負荷、過負荷および寿命について）、需要供給管理、前記電力グリッド内の
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孤立部分（「アイランド化（ｉｓｌａｎｄｉｎｇ）」）および仮想パワーステーションの
提供、ならびに一般的にはサブグリッド管理最適化の制御からなるグループのうちの少な
くとも１つに関連する。
【００１６】
　本方法の好ましい実施形態では、アクションは、接続デバイスに接続された電気デバイ
スによるエネルギー消費および／または提供を許可すること、ならびに、接続デバイスに
接続された電気デバイスによるエネルギー消費および／または提供を削減または回避する
ことのうちの１つを含む。言い換えれば、個々の電気デバイス、たとえばサブグリッド、
さらには個々の電気機器に対応する個々のレベルに対してエネルギー管理が行われる。
【００１７】
　アクションは、同様に、電力グリッドまたは上位レベルのサブグリッド、すなわち第１
のサブグリッドに関する上位レベル、および同様に第３のサブグリッドに関する上位レベ
ルのいずれかに関連付けられた第２のデータ処理デバイスに結合アドレスを、第１のデー
タ処理デバイスにより転送することを含む。第２のデータ処理デバイスは、第１および第
３のサブグリッド（の両方）から少なくとも２つの結合アドレスを受信し、少なくとも２
つの結合アドレスを提供することにより示される（すなわち、特定の接続デバイスに接続
されていることが示される）電気機器によるさらなるアクションを定義するために第２の
所定の基準を適用する。この態様では、本発明により、電力グリッド全体の大部分をカバ
ーする、分散型のアクションおよび集中型のアクションの両方が可能となる。
【００１８】
　好ましい実施形態では、第１のデータ処理デバイスは、（２つの異なる第１のアドレス
が関連付けられた）異なる接続デバイスの少なくとも２つの受信機から第２のアドレス情
報を受信する。そして、第１の所定の基準は、第１のアドレスのうちの１つ、第２のアド
レスのうちの１つ、および／または結合アドレスのうちの１つに関連付けられた少なくと
も１つの所定の優先度を用いることを含む。言い換えれば、行われる特定のアクションを
定義するものは、アドレス自体であってもよい。優先度が第１のアドレスのうちの１つに
関連付けられている場合、１つの接続デバイス（たとえば特定のソケット）が、他の接続
デバイスよりも優先される。たとえば、家庭において、リビングルームまたはキッチンに
ある接続デバイスを、地下にあるものよりも優先することができる。同様に、優先度を第
２のアドレスに関連付けて、たとえば特定の電気機器を他の機器より優先するようにする
ことができる。たとえば冬に、電気ラジエータを、ラジオより重要なものすることができ
る。優先度が結合アドレスのうちの１つに関連付けられている場合に、これら２つのアイ
ディアを組み合わせることができる。
【００１９】
　一個のアドレスに関連付けられた優先度（値）が存在し、他のアドレスに対する優先度
が存在しない場合がある。同様に、各アドレスが特定の優先度に関連付けられる場合もあ
る。
【００２０】
　好ましくは、電気デバイスは、変圧器、発電機、輸送または配電網、さらなるサブグリ
ッド、グリッド要素、スイッチング素子、および電気機器、特に産業用または家庭用デバ
イスからなるグループのうちの１つである。
【００２１】
　それぞれの第１のアドレス情報が記憶されるメモリは、原則として、第１のデータ処理
デバイス自体に関して設けることができる。メモリは少なくとも１つの受信機に関連付け
られることが好ましい。言い換えれば、自身の第１のアドレスを記憶するものは、接続デ
バイス自体である。
【００２２】
　本発明は、好ましくは、知られているＲＦＩＤ技術を利用して、どの電気デバイス、特
にどの電気機器が、特定の接続デバイスに接続されているかを検出する。したがって、電
気デバイス内のユニットは、ＲＦＩＤチップにより設けられることが好ましい。このチッ
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プは、アクティブ型またはパッシブ型とすることができる。
【００２３】
　「端子（ｔｅｒｍｉｎａｌ）」とも呼ばれ得る接続デバイスは各々、ソケットであるか
またはソケットを備えることが好ましい。ソケットは、電力グリッド内の供給者により電
気機器へ電気エネルギーを提供するための最も一般的な手段である。
【００２４】
　第２の態様では、この問題は、電力グリッドのサブグリッドに関連付けられたデータ処
理デバイスであって：
－　第１の接続デバイスに関連付けられた受信機から転送された第２のアドレス情報を受
信することであって、前記第２のアドレス情報が、前記接続デバイスに接続された電気デ
バイスを識別するために定義された、受信することと、
－　前記第１の接続デバイスに関連付けられた第１のアドレス情報を識別することであっ
て、前記受信機により送信されたメッセージから第１のアドレス情報を抽出すること、ま
たは受信機を識別し第１のアドレス情報をルックアップテーブルから読み出すことのいず
れかを含み、ルックアップテーブル内で第１のアドレス情報が前記受信機に対応する、識
別することと、
－　第１のアドレス情報および第２のアドレス情報を用いて結合アドレスを形成すること
と、
－　アクションを定義するために前記結合アドレスに基づいて第１の所定の基準を適用す
ることと
を行うように構成された、データ処理デバイスにより解決される。
【００２５】
　本明細書では、アクションは、好ましくは信号を発することまたは他のデバイスにデー
タを送信することを含む。
【００２６】
　本発明は、図面を参照して、本発明の実施形態の以下の詳細な説明によって、より完全
に理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】例示的な電力グリッドの異なる階層構造（レベル）と、特定のソケットに接続さ
れた電気機器に関連付けられたアドレスが相応に定義され得る方法との図である。
【図２】階層的な電力グリッドの一部である個々のソケットと、これらのソケットが電気
機器およびデータ処理デバイスと相互作用する方法との図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　１００で示された電力グリッドにおける最高階層レベルは、送電グリッド（ｔｒａｎｓ
ｍｉｓｓｉｏｎ　ｇｒｉｄ）１０である。本概念では、送電グリッド１０は、識別子ＴＧ
　ＩＤ００１を付与される。
【００２９】
　エネルギーが、この送電グリッド１０に供給される。次の下位の階層レベルは、中電圧
グリッド（ｍｅｄｉｕｍ　ｖｏｌｔａｇｅ　ｇｒｉｄ）１２のレベルである。図１に、２
つのそのような中電圧グリッドを示す。これらのうちの一方は識別子ＭＧ　ＩＤ００１を
有し、他方は識別子ＭＧ　ＩＤ００２を有する。現在、識別子ＭＧ　ＩＤ００２を有する
中電圧グリッドが関心の対象である。
【００３０】
　この中電圧グリッド１２は、次の下位の階層レベルとして、配電グリッド（ｄｉｓｔｒ
ｉｂｕｔｉｏｎ　ｇｒｉｄ）を含む。図１に、識別子ＤＧ　ＩＤ００１、ＤＧ　ＩＤ００
２およびＤＧ　ＩＤ００３を有するこのうち３つを示す。現在、配電グリッドＤＧ　ＩＤ
００３が関心の対象である。
【００３１】
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　この配電グリッドにおいて、特定の建物は各々、建物識別子を有する。建物１６のうち
の１つは、建物識別子Ｂｄ　ＩＤ００１を有する。現在、この建物が関心の対象である。
【００３２】
　建物１６内にはいくつかのソケットがあり、たとえば図２に示された３つのソケット１
８を参照されたい。１つのソケットは、ソケットＩＤ０２を有する。このソケットに接続
されるのは、デバイスＩＤ　ＤｖＩＤ０１４を有する電気機器である。
【００３３】
　ここで、図１に示されるように、ＴＧ　ＩＤ、ＭＧ　ＩＤ、ＤＧ　ＩＤ、ＢｄＩＤ、ｓ
ｏｃｋｅｔＩＤおよびＤｖＩＤのうちの３つの数字を互いに接続することで、結合アドレ
ス（ｃｏｍｂｉｎｅｄ　ａｄｄｒｅｓｓ）が形成される。この例では、このようにして、
結合アドレス「００１．００２．００３．００１．００２．００１４」が得られる。
【００３４】
　本説明から明らかとなったのは、各ソケットが、グリッド階層構造全体における上位レ
ベルのサブグリッドを考慮してその位置により定義された一意のアドレスを有することで
ある。
【００３５】
　以降、図２を参照して、アドレス情報が取得される方法と、その使用目的とが説明され
る。
【００３６】
　アドレス０２（図２では：「．ａｂｃ．ｄｅｆ．０２」）を有するソケット内へ、電気
デバイス２０（たとえば電子レンジなど）のプラグ２２が挿入される。ソケット１８には
ＲＦＩＤリーダが設けられている。したがってソケット１８はプラグ２２の挿入を検出し
、リーダ２４に電波を放出させることができる。プラグ２２は、図２に拡大して示された
ＲＦＩＤチップ３０が設けられており、これはマイクロ波を受信し、電気機器２０に関連
付けられた識別子を発する。ここでは、このＩＤは番号「０１４」であった。
【００３７】
　したがって、リーダ２４は、受信機として機能し、電気機器２０のＲＦＩＤチップ３０
から識別子０１４を受信する。ソケット１８の一部として、この例では、メモリ２４１が
さらに設けられており、その中にグリッドの階層構造におけるソケット１８の位置が記憶
される。図１の例では、これは第１のアドレス「００１．００２．００３．００１．００
２．」に対応する。
【００３８】
　電気機器２０の識別子「０１４」を第２のアドレスとして受信したので、リーダ／受信
機２４は、自身のアドレス（上記の第１のアドレス）と受信された第２のアドレスの両方
を、複数の異なるソケット１８各々を担当するサーバ２６に転送する。サーバ２６は、ソ
ケット１８の近くに（たとえば同じ建物内に）配置することができ、またはこれとは離れ
て、たとえばデータネットワーク（「クラウド」）を介して接続することができる。この
サーバ２６は、受信機２４から生じた第１のアドレスと、第２のアドレス「０１４」とを
結合して、図１の例のように結合アドレス「００１．００２．００３．００１．００２．
０１４」を取得する。そして、サーバ２６は、たとえば特定のアルゴリズムを実行するこ
とに基づいて、特定のアクションを定義することができ、これは第１の所定の基準を適用
することに相当する。たとえば、サーバ２６は、特定の家庭（建物ＩＤ　ＢｄＩＤ００１
を有する建物１６）のキッチンにあるソケットを識別し、電子レンジがそれに繋がれてい
ることを結合アドレスから知ることができる。料理は優先度が高いとみなされる場合があ
るので、需要があった際に、電力グリッド１００全体またはそのサブグリッド１２、１４
、１６において提供可能なエネルギーが低い場合であっても、サーバは電子レンジによる
エネルギー消費を許可してもよい。
【００３９】
　同時に、サーバ２６は、さらなるソケット（図示せず）から第１および第２のアドレス
情報を受信することができ、これに基づいてアルゴリズムは、ソケット１８を介してエネ
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ルギーを提供可能な発電機が接続されていると決定する。そして、サーバ２６は、発電機
による電気エネルギーの提供を許可して、利用可能な電気エネルギー全体、または少なく
とも対応するサブグリッドで利用可能なエネルギーを増加させることができる。
【００４０】
　同様に、サーバ２６は、建物の外壁に配置されたソケット１８からの、芝刈機の接続を
示す、第１および第２のアドレス情報を受信することができる。芝刈機が低い優先度を有
する場合があり、これによりサーバ２６が、第１の所定の基準を適用して、芝刈機がその
動作のためにエネルギーを受信しないようになる。
【００４１】
　同様に、図２に上位の階層レベルを示す：データ処理デバイスであるサーバ２６は、ワ
ールドワイドウェブ（インターネット）または他のデータネットワーク２８を介して、上
位レベルのサーバ（上位レベルのデータ処理デバイス）３２に接続される。上位レベルの
サーバ３２は、さらなるサーバ２６ａ、２６ｂが、下位のレベルに配置されている、また
は少なくとも、上位レベルのサーバ３２が関連付けられたサブグリッドより１レベルだけ
下位のサブグリッドに関連付けられていることを含むことができる。
【００４２】
　サーバ２６は結合アドレスをサーバ３２に転送することができ、サーバ３２はいくつか
の結合アドレスをサーバ２６、２６ａ、２６ｂの全てから受信する。（第２の所定の基準
を適用することに相当する）特定のアルゴリズムを行うことで、サーバ３２は、関連付け
られたサブグリッドにおいて、具体的には電気機器２０が接続された個々のソケット１８
のレベルにおいて、電気エネルギーの消費および／または提供もしくは供給を定義するた
めの管理タスクを提供することができる。
【００４３】
　ソケット１８に関する第１のアドレス情報をソケット１８のメモリ２４１に記憶する代
わりに、サーバ２６は、同様にそのようなメモリを備えることができ、どのリーダ／受信
機２４から第２のアドレス情報が転送されたかを識別することができる。そのような識別
は、サーバ２６のどのポートで特定のデータが着信したかを識別することに基づくことが
できる。本発明は、そのような特定の技法に限定されない。
【００４４】
　本明細書において上記で説明された概念全体は、ソケット１８（または場合により、他
の種類の端子もしくは接続デバイス）の一意のアドレスと、前記ソケット１８に接続され
た電気機器２０に関連付けられ記憶された個別の第２のアドレス情報とを含む結合アドレ
スを利用する。本発明の方法は、グリッドにおけるエネルギー消費および／または提供を
定義した所定の基準を適用する際に、この結合アドレス情報を利用する。
【００４５】
　この例において、ソケット１８に接続された電気機器２０に関して論じられていること
は、より一般的に、電気デバイスが接続された任意の種類の接続デバイスに適用すること
ができる。具体的には、接続デバイスは、ソケット１８より上位の階層レベルにあっても
よく、これに接続された電気デバイスは、電力グリッド１００の下位の階層レベルに提供
してもよい。
【００４６】
　たとえば、既に中電圧グリッド１２を送電グリッド１０に接続している場合、結合アド
レスは、送電グリッド１０の個別の第１のアドレスＴＧ　ＩＤ００１を、これに接続され
た中電圧グリッドのアドレス（たとえばＭＧ　ＩＤ００２）と結合することで、定義する
ことができる。その場合、接続デバイスは、中電圧グリッドのスイッチを接続可能な端子
とすることができる。
【００４７】
　同様に、接続デバイスは、中電圧グリッド１２として設けることができ、付与された個
別の第１のアドレス情報として、送電グリッド１０および中電圧グリッド１２の階層レベ
ルの情報「００１．００２」を有することができる。配電グリッドＤＧ　ＩＤ００３は、
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の第２のアドレス情報（「００３」）を与えることができる。そして、結合アドレス情報
は「００１．００２．００３」となる。
【００４８】
　さらに、送電グリッド１０、識別子ＭＧ　ＩＤ００２を有する第２の中電圧グリッド、
および識別子ＤＧ　ＩＤ００３を有する第３の配電グリッドの全体が、配電グリッドＤＧ
　ＩＤ００３のレベルで接続デバイスを有することができる。そして、この接続デバイス
は、個別の第１のアドレス情報「００１．００２．００３」を付与される。建物識別子Ｂ
ｄ　ＩＤ００１を有する建物１６の電気サブグリッドがこれに接続された場合、第２のア
ドレス情報（「００１」）が与えられ、同時に結合アドレス「００１．００２．００３．
００１」も得られる。
【００４９】
　同様に、特定のソケット１８、たとえばソケットＩＤ０２を有するソケットの場所を定
義する場合、第１のアドレス「００１．００２．００３．００１」および第２のアドレス
「００２」から結合アドレスが形成される。
【００５０】
　したがって、本方法は、電力グリッド１００の全ての階層レベルに適用される。具体的
には、結合アドレスは、まだ完全である必要はなく、さらなるサブグリッド（または一般
的には電気デバイス）を接続デバイスに接続する際に、後で完全にすることができる。
【００５１】
　もちろん、さらなるサブグリッドが既に接続されているサブグリッドを接続することも
可能である。たとえば、以前に、識別子Ｂｄ　ＩＤ　００１を有する建物がＤＧ　ＩＤ０
０３以外の他の配電グリッドに接続されていた場合、かつ、図１に示された接続が建物Ｂ
ｄ　ＩＤ００１を配電グリッドＤＧ　ＩＤ００３に接続することで与えられた場合、電気
機器２０の階層レベルを定義するために、第１のアドレスは「００１．００２．００３」
となり、第２のアドレスは「００１．００２．００１４」となる。
【００５２】
　「サーバ」であると記載された任意の機能可能ブロックを含む、図面に示された様々な
要素の機能は、専用ハードウェア、ならびにソフトウェアを実行可能であって適切なソフ
トウェアに関連付けられたハードウェアを用いて提供することができる。サーバは、デー
タ処理デバイス自体を表すものであるが、プロセッサを含むことができ、あるいはそのよ
うなプロセッサの機能は、単一の専用プロセッサ、単一の共有プロセッサ、または一部を
共有可能な複数の個別プロセッサにより提供することができる。さらに、デジタル信号プ
ロセッサ（ＤＳＰ）ハードウェア、ネットワークプロセッサ、特定用途向け集積回路（Ａ
ＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、ソフトウェアを記憶す
るための読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）および不揮発
性ストレージの使用が可能である。他のハードウェアを、従来型および／またはカスタム
型であっても、同様に含むことができる。
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